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鹿嶋市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

１.中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［１］～［５］略 

［６］中心市街地活性化の方針（基本的方向性） 

（１）～（４）略 

（５）主要事業 

主要事業①～④ 略 

主要事業⑤ 

 

交流センター整備イメージ（鹿嶋市「大野

ふれあいセンター」） 

事業名：交流センター整備事業 

実施時期： 令和 3～4年度 

（事業概要等） 

市民や来街者，子育て中のファミリーなどが集い，交流

する場を整備する事業。市民交流・子育てサポート・ふ

れあい交流・公園等の機能の設置により地域活性化に寄

与する。 

（スケジュールについて） 

R3 年度～ 基礎調査，設計，補償等 

R4 年度～ 整備 

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

・平休日平均歩行者通行量（R5 計測分から効果発現予定） 

主要事業⑥～⑦ 略 

主要事業⑧ 

 

 

 

歴史資料館施設整備イメージ（和歌山県

岩出市「道の駅 ねごろ歴史の丘」） 

事業名：鹿嶋市歴史資料館整備事業 

実施時期： 令和 3～5年度 

（事業概要等） 

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民

の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場と

なり，市内外へ伝統文化の情報発信を行う。 

（スケジュールについて） 

R3 年度～ 基礎調査，設計，補償等 

R4 年度～ 整備 

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

・平休日平均歩行者通行量（R6計測分から効果発現予定） 

２．～４．略 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

７．鹿嶋市歴史資料館整備事業 

 

【内容】 

鹿嶋市 地域を活性化していくためには，ま

ずは市民が地域を知り，魅力を発見

し，発信していくことが必要であり，

歴史資料館はその拠点として活用さ

【支援措置】 

○社会資本整備総

合交付金（暮ら

し・にぎわい再生

新規 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［１］～［５］略 

［６］中心市街地活性化の方針（基本的方向性） 

（１）～（４）略 

（５）主要事業 

主要事業①～④ 略 

主要事業⑤ 

 

交流センター整備イメージ（鹿嶋市「大野

ふれあいセンター」） 

事業名：交流センター整備事業 

実施時期： 令和 2～4年度 

（事業概要等） 

市民や来街者が日常的に街なかで集い活動する場を整備

する事業。多目的ホールでのサークル活動等による市民間

交流の促進や地域産品の販売スペースの設置による地域

産業振興へ寄与する。 

（スケジュールについて） 

R2 年度～ 基礎調査，設計，補償等 

R4 年度～ 整備 

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

・平休日平均歩行者通行量（R5 計測分から効果発現予定） 

主要事業⑥～⑦ 略 

主要事業⑧ 

 

 

 

歴史資料館施設整備イメージ（和歌山県

岩出市「道の駅 ねごろ歴史の丘」） 

事業名：鹿嶋市歴史資料館整備事業 

実施時期： 令和 2～4年度 

（事業概要等） 

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民

の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場と

なり，市内外へ伝統文化の情報発信を行う。 

（スケジュールについて） 

R2 年度～ 基礎調査，設計，補償等 

R4 年度～ 整備 

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

・平休日平均歩行者通行量（R5計測分から効果発現予定） 

２．～４．略 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

７．鹿嶋市歴史資料館整備事業 

 

【内容】 

鹿嶋市 地域を活性化していくためには，ま

ずは市民が地域を知り，魅力を発見

し，発信していくことが必要であり，

歴史資料館はその拠点として活用さ

【支援措置】 

○社会資本整備総

合交付金（暮ら

し・にぎわい再生

新規 
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市民が市の歴史に触れる郷

土教育の拠点となる交流施設

を整備する事業。 

鹿島神宮が整備する宝物館

と連携を図る。 

 

【実施時期】 

R3 年度～R5 年度 

れることが期待されている。 

観光振興の面で見れば，本施設はこ

れまで鹿島神宮以外の立ち寄りスポ

ットが少なかった神宮周辺の観光拠

点として，観光客の滞在時間の延長に

寄与すること，門前町と神宮の中間に

あって，地域の全体のにぎわいづくり

に寄与する拠点となることが期待さ

れている。 

本事業は，これまで顔の見えにくか

った神宮門前町に核となる施設を整

備することを目的としたものであり，

目標指標②「来街者が滞遊するまちづ

くり」の達成に必要な事業である。 

事業（鹿島神宮周

辺地区））〔国土

交通省〕 

 

【実施時期】 

R3 年度～R5 年度 

 

（３）に移設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【事業名】 

９．ミニ博物館運営事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

８．交流センター整備事業 

 

【内容】 

地域住民の活動の拠点とな

る交流施設を整備する事業。 

 

【実施時期】 

R3 年度～R4 年度 

鹿嶋市 中心市街地には観光や商業のみで

はなく，市民や来街者，子育て中のフ

ァミリーなどが集い，交流する場が必

要となっている。 

本事業は，市民交流・子育てサポー

ト・ふれあい交流・公園等の機能を併

せ持った中心市街地の核となる施設

を整備することにより，市民同士・市

民と来街者が交流を深め，にぎわいを

創出していくなかで，新たなまちづく

り活動の輪が育まれることを目的と

したものであり，目標指標②「来街者

が滞遊するまちづくり」の達成に必要

【支援措置】 

○社会資本整備総

合交付金（都市再

生整備計画事業

（鹿島神宮周辺地

区））〔国土交通

省〕 

 

【実施時期】 

R3 年度～R4 年度 

 

新規 

市民が市の歴史に触れる郷

土教育の拠点となる交流施設

を整備する事業。交流センター

との複合施設として整備する。 

鹿島神宮が整備する宝物館

と連携を図る。 

 

【実施時期】 

R2 年度～R4 年度 

れることが期待されている。 

観光振興の面で見れば，本施設はこ

れまで鹿島神宮以外の立ち寄りスポ

ットが少なかった神宮周辺の観光拠

点として，観光客の滞在時間の延長に

寄与すること，門前町と神宮の中間に

あって，地域の全体のにぎわいづくり

に寄与する拠点となることが期待さ

れている。 

本事業は，これまで顔の見えにくか

った神宮門前町に核となる施設を整

備することを目的としたものであり，

目標指標②「来街者が滞遊するまちづ

くり」の達成に必要な事業である。 

事業（鹿島神宮周

辺地区））〔国土

交通省〕 

 

【実施時期】 

R2 年度～R4 年度 

 

【事業名】 

８．交流センター整備事業 

 

【内容】 

地域住民の活動の拠点とな

る交流施設を整備する事業。歴

史資料館や公的サービスの提

供機能との複合施設として整

備する。 

 

【実施時期】 

R2 年度～R4 年度 

鹿嶋市 中心市街地には観光や商業のみで

はなく，市民や来街者，子育て中のフ

ァミリーなどが集い，交流する場が必

要となっている。 

本事業は，市民交流・子育てサポー

ト・行政窓口・観光情報発信・ふれあ

い交流・公園等の機能を併せ持った中

心市街地の核となる施設を整備する

ことにより，市民同士・市民と来街者

が交流を深め，にぎわいを創出してい

くなかで，新たなまちづくり活動の輪

が育まれることを目的としたもので

あり，目標指標②「来街者が滞遊する

まちづくり」の達成に必要な事業であ

る。 

【支援措置】 

○社会資本整備総

合交付金（暮ら

し・にぎわい再生

事業（鹿島神宮周

辺地区））〔国土

交通省〕 

 

【実施時期】 

R2 年度～R4 年度 

 

新規 

【事業名】 

９．ミニ博物館運営事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）①からの移設   
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な事業である。 

【事業名】 

10．障がい者店舗等設置事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

11．鹿島神宮宝物館整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）略 

６．～７．略 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業名】 

10．障がい者店舗等設置事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

11．鹿島神宮宝物館整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）略 

６．～７．略 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 
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◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

  

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）構成員及び開催状況 

表．鹿嶋市中心市街地活性化協議会会員名簿（令和 2年 5月 29 日時点） 略 

図．協議会の組織構成 略 

表．部会の構成 略 

表．鹿嶋市中心市街地活性化協議会開催状況 

年月日 内容 

（略） （略） 

令和 2年 5月 29 日 第１回 鹿嶋市中心市街地活性化協議会 

・鹿嶋市中心市街地活性化協議会規約の改正について 

・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の変更について 

令和 3年 2月 18 日 第２回 鹿嶋市中心市街地活性化協議会 

・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の変更について 

・まちづくり事例について 

・各事業について 

（３）～（５）略 

［３］略 

１０．～１２．略  

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）構成員及び開催状況 

表．鹿嶋市中心市街地活性化協議会会員名簿（令和 2年 5月 29 日時点） 略 

図．協議会の組織構成 略 

表．部会の構成 略 

表．鹿嶋市中心市街地活性化協議会開催状況 

年月日 内容 

（略） （略） 

令和 2年 5月 29 日 第１回 鹿嶋市中心市街地活性化協議会 

・鹿嶋市中心市街地活性化協議会規約の改正について 

・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の変更について 

新規追加  

 

 

 

（３）～（５）略 

［３］略 

１０．～１２．略  

 


